
JP 2012-167478 A 2012.9.6

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】衛生洗浄装置の給水管が便器本体の側部よりも
外側に露出して外部から損傷を受けることを防ぐことが
でき、給水管の信頼性を向上させることができるトイレ
装置を提供する。
【解決手段】便器本体２の後方側上部に固定され、便器
本体を洗浄する洗浄水を貯える洗浄水タンク装置４と、
吐水ノズルを備え、便器本体の上面に着脱可能に取り付
けられた衛生洗浄装置と、この衛生洗浄装置の後部に接
続され、衛生洗浄装置に給水する可撓性の給水管８と、
便器本体の後方側上部と洗浄水タンク装置の底部との間
に取り付けられ、給水管を保持する保持部材10と、を有
し、この保持部材は、給水管が衛生洗浄装置の後部から
便器本体の後方側上部と洗浄水タンクの底部との間の領
域を経て後方側に延びて且つ便器本体の側縁部２ｈより
も内側に位置するように、給水管を外側から内側に向け
て且つ上下方向に保持する保持部26を備えている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水によって洗浄され、汚物を排出するトイレ装置であって、
　便器本体と、
　この便器本体の後方側上部に固定され、上記便器本体を洗浄する洗浄水を貯える洗浄水
タンクと、
　使用者の人体局部を洗浄する吐水ノズルを備え、上記便器本体の上面に着脱可能に取り
付けられた衛生洗浄装置と、
　この衛生洗浄装置の後部に接続され、上記衛生洗浄装置に給水する可撓性の給水管と、
　上記便器本体の後方側上部と上記洗浄水タンクの底部との間に取り付けられ、上記給水
管を保持する保持部材と、を有し、
　この保持部材は、上記給水管が上記衛生洗浄装置の後部から上記便器本体の後方側上部
と上記洗浄水タンクの底部との間の領域を経て後方側に延びて且つ上記便器本体の側部よ
りも内側に位置するように、上記給水管を外側から内側に向けて且つ上下方向に保持する
保持部を備えていることを特徴とするトイレ装置。
【請求項２】
　更に、上記便器本体の後方側上部と上記洗浄水タンクの底部とを所定間隔を置いて固定
する固定手段を有し、上記保持部が設けられた上記保持部材の一端部から長手方向に延び
た他端部には、上記所定間隔に位置する上記固定手段に取り付けられる取付部が設けられ
ている請求項１に記載のトイレ装置。
【請求項３】
　上記便器本体は、その後方側上面に形成され且つ衛生洗浄装置の後部から後方側に延び
た給水管が上記便器本体の後方側上面と上記洗浄水タンクの底部との間でほぼ水平な状態
で後方側に延びるようにガイドするためのガイド面を備えている請求項１又は２に記載の
トイレ装置。
【請求項４】
　上記便器本体のガイド面は、その後端部が上記洗浄水タンクの前端部よりも後方側に延
びている請求項３記載のトイレ装置。
【請求項５】
　上記保持部材の取付部は、上記固定手段に係合可能な係合穴が形成された係合部と、こ
の係合部の係合穴の周縁の一部から外側に向ってほぼテーパー状に拡張するガイド部と、
を備えている請求項２記載のトイレ装置。
【請求項６】
　上記保持部材の保持部は、その長手方向内側から外側に向って延びた外側端部が下方側
に屈曲し、この屈曲した部分の下端から内側に屈曲することにより、その内周側で上記給
水管を挿入可能とするリム部を備えている請求項１記載のトイレ装置。
【請求項７】
　上記保持部材の保持部のリム部は、その内側端部が上方に突出する突起を備えている請
求項６記載のトイレ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トイレ装置に係り、特に、用便後に使用者の局部を温水で洗浄できる衛生洗
浄装置を備えたトイレ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　洗浄水によって洗浄され、汚物を排出する従来のトイレ装置としては、例えば、特許文
献１に記載されているように、用便後に使用者の局部を温水で洗浄できる衛生洗浄装置を
備えているものが知られている。
　このような衛生洗浄装置は、洗浄水を噴射する吐水ノズルを装置内部に進退自在に収容
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し、便器本体の上面の後方側よりに着脱可能に取り付けられている。そして、トイレ装置
の便器本体と衛生洗浄装置との間の隙間等を清掃する際には、衛生洗浄装置を便器本体に
対して前後方向に着脱することができるようになっている。
【０００３】
　また、このような従来のトイレ装置においては、衛生洗浄装置に給水するための給水管
や衛生洗浄装置の電源コードが衛生洗浄装置の側部に接続されることによって給水管や電
源コードがトイレ装置の側面に露出することを防ぐために、給水管や電源コードを衛生洗
浄装置の後部に接続すると共に、これらの接続した給水管と電源コードについて、便器本
体の後方側上端部に形成されている開口を経て下方に延ばすようにしている。そして、衛
生洗浄装置を便器本体に対して前後方向に着脱した際には、給水管と電源コードが便器本
体の後方側上端部の開口から前後方向に引き出されるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－９５３９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来のトイレ装置においては、衛生洗浄装置の後部に接続され
た給水管は、樹脂やゴム製の防水層と金属製のメッシュの被覆層等を積層した材料で作ら
れて比較的可撓性を備えており、通常のトイレ使用時の状態では、衛生洗浄装置の後部の
接続部から下方に差し向けられ、便器本体の後方側上端部の開口を経て下方へ延びている
。
　また、衛生洗浄装置が取り付けられている便器本体の上面の清掃やその他のメンテナン
スについては、衛生洗浄装置を便器本体に対して前方側に移動させてから行うようになっ
ているが、衛生洗浄装置を便器本体に対して前方側に引き出した際には、給水管について
も衛生洗浄装置に追従して便器本体の後方側上端部の開口から前方側の外部に引き出され
るようになっている。
　さらに、給水管は、衛生洗浄装置と共に引き出される前の下方向きに延びた状態から、
引き出し後には便器本体の後方側上端部の開口に接触したまま斜めに延びた状態となるが
、このような給水管と便器本体の後方側上端部の開口との接触状態が過度になると、給水
管が座屈してしまう可能性もあり、給水管の信頼性を損ねてしまうという問題もある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、
衛生洗浄装置の給水管が便器本体の側部よりも外側に露出して外部から損傷を受けること
を防ぐことができ、給水管の信頼性を向上させることができるトイレ装置を提供すること
を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明は、洗浄水によって洗浄され、汚物を排出するト
イレ装置であって、便器本体と、この便器本体の後方側上部に固定され、上記便器本体を
洗浄する洗浄水を貯える洗浄水タンクと、使用者の人体局部を洗浄する吐水ノズルを備え
、上記便器本体の上面に着脱可能に取り付けられた衛生洗浄装置と、この衛生洗浄装置の
後部に接続され、上記衛生洗浄装置に給水する可撓性の給水管と、上記便器本体の後方側
上部と上記洗浄水タンクの底部との間に取り付けられ、上記給水管を保持する保持部材と
、を有し、この保持部材は、上記給水管が上記衛生洗浄装置の後部から上記便器本体の後
方側上部と上記洗浄水タンクの底部との間の領域を経て後方側に延びて且つ上記便器本体
の側部よりも内側に位置するように、上記給水管を外側から内側に向けて且つ上下方向に
保持する保持部を備えていることを特徴としている。
　このように構成された本発明においては、便器本体の後方側上部と洗浄水タンクの底部
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との間に取り付けられた保持部材により、給水管が衛生洗浄装置の後部から便器本体の後
方側上部と洗浄水タンクの底部との間の領域を経て後方側に延びて且つ便器本体の側部よ
りも内側に位置するように保持されるため、可撓性の給水管が便器本体の側部よりも外側
に跳び出すことを防ぐことができ、給水管が便器本体の側部よりも外側に露出して外部か
ら損傷を受けることを防ぐと共に、美観を向上させることができる。また、衛生洗浄装置
を便器本体から着脱する際には、衛生洗浄装置の後部から後方側に延びた給水管がほぼ水
平な状態で維持されるため、可撓性の給水管が周囲に引っ掛かったり、座屈したりするこ
とによって給水管に亀裂が入る等の給水管の損傷を防ぐことができ、給水管の信頼性を向
上させることができる。
【０００８】
　本発明において、好ましくは、更に、上記便器本体の後方側上部と上記洗浄水タンクの
底部とを所定間隔を置いて固定する固定手段を有し、上記保持部が設けられた上記保持部
材の一端部から長手方向に延びた他端部には、上記所定間隔に位置する上記固定手段に取
り付けられる取付部が設けられている。
　このように構成された本発明においては、保持部材を便器本体の後方側上部と洗浄水タ
ンクの底部との間に取り付けて固定する際に、便器本体の後方側上部と洗浄水タンクの底
部とを所定間隔を置いて固定する固定手段を利用し、この固定手段に保持部材の取付部を
取り付けて固定することができるため、保持部材を便器本体及び洗浄水タンクに対して固
定するための手段を新たに設ける必要がない。また、便器本体の後方側上部と洗浄水タン
クの底部とを固定する固定手段さえあれば、この固定手段に保持部材の取付部を容易に取
り付けることができるため、保持部材の取付方向等の制約を受けにくくすることができる
。
【０００９】
　本発明において、好ましくは、上記便器本体は、その後方側上面に形成され且つ衛生洗
浄装置の後部から後方側に延びた給水管が上記便器本体の後方側上面と上記洗浄水タンク
の底部との間でほぼ水平な状態で後方側に延びるようにガイドするためのガイド面を備え
ている。
　このように構成された本発明においては、保持部材に加えて、便器本体の後方側上面に
形成されたガイド面と洗浄水タンクの底部とにより、衛生洗浄装置の後部から後方側に延
びた給水管がほぼ水平な状態になるようにガイドして維持することができるため、例えば
、衛生洗浄装置を便器本体から着脱する際に、衛生洗浄装置を便器本体の上面に対して前
後方向に移動させたとしても、給水管をほぼ水平な状態に維持することができる。したが
って、給水管が周囲に引っ掛かったり、座屈したりして損傷するようなことがなく、給水
管の信頼性をより向上させることができる。
【００１０】
　本発明において、好ましくは、上記便器本体のガイド面は、その後端部が上記洗浄水タ
ンクの前端部よりも後方側に延びている。
　このように構成された本発明においては、便器本体のガイド面の後端部が洗浄水タンク
の前端部よりも後方側に延びているため、衛生洗浄装置を便器本体から着脱する際に、衛
生洗浄装置を便器本体の上面に対して前後方向に移動させたとしても、給水管をほぼ水平
な状態により確実に維持することができるため、給水管が座屈したりすることがなく、給
水管の信頼性をより向上させることができる。また、便器本体を上方から見た場合には、
洗浄水タンクの前端部より前方側の便器本体部分と洗浄水タンクの前端部よりも後方側に
延びるガイド面部分しか見えないため、便器本体のガイド面と洗浄水タンクの底部との間
の隙間を目立たないようにすることができる。また、便器本体のガイド面よりも背面側の
領域や便器本体の下方の床面等も見えないようにすることができるため、外観性を向上さ
せることができる。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、上記保持部材の取付部は、上記固定手段に係合可能な係
合穴が形成された係合部と、この係合部の係合穴の周縁の一部から外側に向ってほぼテー
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パー状に拡張するガイド部と、を備えている。
　このように構成された本発明においては、保持部材の取付部を固定手段に取り付ける際
に、保持部材の取付部のガイド部内に固定手段を挿入させた後に、保持部材の取付部の係
合部を固定手段に近づけることにより係合させて固定する。このとき、保持部材の取付部
のテーパー状に拡張するガイド部により、固定手段に対する保持部材の取付部の取付方向
にかかわらず、保持部材の取付部のガイド部内に固定手段を挿入しやすくすることができ
る。そして、保持部材の取付部のガイド部内に固定手段を挿入後、固定手段に保持部材の
取付部のガイド部のいずれかの箇所を接触させながら、固定手段に保持部材の取付部を押
し付けてテーパー状のガイド部に沿わせることにより、固定手段を保持部材の取付部の係
合部に容易にガイドすることができ、固定手段に保持部材の取付部の係合部を確実に係合
して固定することができる。
【００１２】
　本発明において、好ましくは、上記保持部材の保持部は、その長手方向内側から外側に
向って延びた外側端部が下方側に屈曲し、この屈曲した部分の下端から内側に屈曲するこ
とにより、その内周側で上記給水管を挿入可能とするリム部を備えている。
　このように構成された本発明においては、保持部材の保持部のリム部により、給水管を
外側から内側に向けて且つ上下方向に確実に保持することができる。
【００１３】
　本発明において、好ましくは、上記保持部材の保持部のリム部は、その内側端部が上方
に突出する突起を備えている。
　このように構成された本発明においては、保持部材の保持部のリム部の突起により、リ
ム部に給水管を挿入するべき領域を画定することができるため、給水管をリム部に挿入し
やすくすることができると共に、リム部に挿入した給水管が落下するのを防ぐことができ
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のトイレ装置によれば、衛生洗浄装置の給水管が便器本体の側部よりも外側に露
出して外部から損傷を受けることを防ぐことができ、給水管の信頼性を向上させることが
できると共に、美観を向上させることができるトイレ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態によるトイレ装置の側面図である。
【図２】本発明の一実施形態によるトイレ装置の平面図である。
【図３】本発明の一実施形態によるトイレ装置から洗浄水タンク装置及び衛生洗浄装置を
取り外した状態の便器本体及び保持部材を示す平面図である。
【図４】本発明の一実施形態によるトイレ装置の便器本体のカバーを取り外した状態で洗
浄水タンク装置の側面を一部破断した部分側面断面図である。
【図５】本発明の一実施形態によるトイレ装置における便器本体、洗浄水タンク装置、及
び、保持部材を背面側から見た部分拡大断面図である。
【図６】本発明の一実施形態によるトイレ装置における便器本体と洗浄水タンク装置との
間に取り付けられた状態の保持部材を上方側から見た部分拡大平面図である。
【図７】本発明の一実施形態によるトイレ装置の保持部材の平面図である。
【図８】本発明の一実施形態によるトイレ装置の保持部材の背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面により、本発明の一実施形態によるトイレ装置を説明する。
　図１は本発明の一実施形態によるトイレ装置の側面図である。図１に示すように、符号
１は本発明の一実施形態によるトイレ装置を示し、このトイレ装置１は、陶器等からなる
便器本体２を備えている。また、便器本体２の側部には、中央から後方側にかけて外装カ
バー２ａが取り付けられている。
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　つぎに、本実施形態のトイレ装置１は、便器本体２の後方側上部に固定され、この便器
本体２を洗浄する洗浄水を貯える洗浄水タンク装置４と、洗浄水タンク装置４の前方側に
配置され且つ便器本体２の上面に着脱可能に設けられた衛生洗浄装置６を備えている。
　さらに、トイレ装置１は、便器本体２の後方側上部と洗浄水タンク装置４の底部との間
に取り付けられ、衛生洗浄装置６に給水する衛生洗浄装置用給水管８を保持する保持部材
１０を備えている。
【００１７】
　なお、本実施形態のトイレ装置１においては、一例として、便器本体２が床に設置され
た床置き式のトイレ装置ついて説明するが、便器本体２からトイレ装置１の外部への排水
については、トイレ装置１が配置される室内の壁側（例えば、便器本体の背面側等）に向
けて排水されるような形態であってもよいし、床下側に排水されるような形態でもよい。
　さらに、トイレ装置１の便器本体２を洗浄する方式についても、特定の洗浄方式に限定
されず、洗浄水の落差による流水作用で汚物を押し流す洗い落し式のような洗浄方式であ
ってもよいし、サイホン作用を利用するような洗浄方式であってもよい。
【００１８】
　つぎに、図２は本発明の一実施形態によるトイレ装置の平面図であり、図３は本発明の
一実施形態によるトイレ装置から洗浄水タンク装置及び衛生洗浄装置を取り外した状態の
便器本体及び保持部材を示す平面図である。また、図４は本発明の一実施形態によるトイ
レ装置の便器本体の外装カバーを取り外した状態で洗浄水タンク装置の側面を一部破断し
て見た部分側面断面図である。さらに、図５は本発明の一実施形態によるトイレ装置にお
ける便器本体、洗浄水タンク装置、及び、保持部材を背面側から見た部分拡大断面図であ
る。また、図６は、本発明の一実施形態によるトイレ装置における便器本体と洗浄水タン
ク装置との間に取り付けられた状態の保持部材を上方側から見た部分拡大平面図である。
【００１９】
　まず、図１、図２、図４及び図５に示すように、洗浄水タンク装置４は、陶器製の外装
タンク４ａと、この外装タンク４ａの内方に配置され、洗浄水が貯水される樹脂製の貯水
タンク４ｂと、外装タンク４ａに載せられた蓋体４ｃと、外装タンク４ａと貯水タンク４
ｂとの間に設けられた断熱部材４ｄを備えている。
　また、図２に示すように、蓋体４ｃには、手洗い鉢４ｅが形成され、この手洗い鉢４ｅ
の後方側には、手洗い用の水を吐水する手洗い用カラン４ｆが設けられている。手洗い用
カラン４ｆから吐水された手洗い鉢４ｅの水は、手洗い鉢４ｅに形成された吐水口（流入
口）４ｇにより、貯水タンク４ｂに流入されるようになっている。
【００２０】
　つぎに、図３及び図４に示すように、便器本体２のボウル部２ｂよりも後方側に位置す
る便器本体２の上面２ｃで且つ洗浄水タンク装置４の外装タンク４ａの底部と上下方向に
対向する領域Ａ１には、同一の高さで上方に突出した複数の突起２ｄが設けられており、
洗浄水タンク装置４の外装タンク４ａの底部が便器本体２の突起２ｄ上に配置されるよう
になっている。
　また、洗浄水タンク装置４の外装タンク４ａの底部が便器本体２の突起２ｄ上に配置さ
れた状態では、外装タンク４ａの底部とこれに対向する便器本体２の後方側の上面２ｃの
領域Ａ１の突起２ｄ以外の領域との間に上下方向に所定間隔ｄ（例えば、１０ｍｍ）が形
成されるようになっている。
【００２１】
　さらに、図２～図５に示すように、本実施形態のトイレ装置１は、洗浄水タンク装置４
の外装タンク４ａの底部が便器本体２の突起２ｄ上に配置された状態で、洗浄水タンク装
置４と便器本体２とを互いに上下方向に所定間隔ｄ（例えば、１０ｍｍ）を置いて固定す
る固定部材１２を備えている。
　この固定部材１２は、外装タンク４ａの底部とこれに対向する便器本体２の後方側の上
面２ｃの領域Ａ１に左右一対ずつ設けられている。
【００２２】
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　また、図４及び図５に示すように、各固定部材１２の頭部１２ａは、貯水タンク４ｂの
底部に位置する所定の固定部材取付部４ｇに下側から取り付けられている。
　さらに、固定部材１２の首部１２ｂは、貯水タンク４ｂの固定部材取付部４ｇの下方に
位置する外装タンク４ａの固定部材取付部４ｈに取り付けられた後、固定部材１２の軸部
１２ｃが外装タンク４ａの底部を下方に貫き、外装タンク４ａの下側面でリングナット１
２ｄによって締結され、固定部材１２が洗浄水タンク装置４に固定されている。
【００２３】
　また、図３及び図５に示すように、便器本体２の後方側の領域Ａ１は、上下方向に所定
の厚みｔを備え、この便器本体２の後方側の領域Ａ１には、一対の取付穴２ｅ，２ｆが便
器本体２の後方側部分を上下方向に貫くように形成されている。
　さらに、各固定部材１２の軸部１２ｃの先端部１２ｅは、それぞれに対応する取付穴２
ｅ，２ｆを貫いて延びた後、便器本体２の後方側領域Ａ１の下側部分２ｇでナットユニッ
ト１２ｆが取り付けられ、各固定部材１２が便器本体２の後方側領域Ａ１に固定されてい
る。
【００２４】
　図１及び図２に示すように、衛生洗浄装置６は、便器本体２のボウル部２ｂよりも後方
側に位置する便器本体２の上面２ｃに着脱可能に取り付けられ且つ前後方向に摺動可能で
ある衛生洗浄装置本体１４と、この衛生洗浄装置本体１４の前方側に衛生洗浄装置本体１
４を中心に上下方向に回動可能に取り付けられた便座１６と、衛生洗浄装置本体１４の前
方側且つ便座１６の上側に衛生洗浄装置本体１４を中心に上下方向に回動可能に取り付け
られ、便器本体２のボウル部２ｂの上方を開閉する便蓋１８を備えている。
【００２５】
　図２に示すように、衛生洗浄装置本体１４は、複数の細長い円筒状部材が軸方向に入れ
子状に伸長可能に設けられた吐水ノズル２０を備えている。この衛生洗浄装置本体１４の
吐水ノズル２０は、本実施形態では一例として３つの円筒状部材が入れ子状に重ねて設け
られている。使用者が衛生洗浄装置６による局部洗浄を行う際、吐水ノズル２０が前方へ
伸長し、吐水ノズル２０の先端部に位置する噴射部２０ａが前方のボウル部２ｂ内の空間
に向かって推進するようになっている。
【００２６】
　また、衛生洗浄装置本体１４の内部には、吐水ノズル２０に供給するための水を貯水す
るサブタンク（図示せず）や、このサブタンク（図示せず）からの水を適温に温めて温水
にする熱交換器（図示せず）、サブタンク（図示せず）から熱交換器（図示せず）を通過
させて吐水ノズル２０に供給するポンプ（図示せず）等の機器や、これらの機器の作動を
制御する制御基板（図示せず）等が内蔵されている。
【００２７】
　つぎに、図１、図２及び図４に示すように、衛生洗浄装置本体１４の後端部には、衛生
洗浄装置本体１４内のサブタンク（図示せず）に給水するための衛生洗浄装置用の給水管
８が接続されている。
　また、この衛生洗浄装置用の給水管８は、樹脂やゴム製の防水層と金属製のメッシュの
被覆層等を積層した材料で作られて比較的可撓性を備え、衛生洗浄装置本体１４の後端部
に位置する給水管接続部１４ａから後方側に延びている。この給水管８の上流側端部は、
便器本体２の後方側に位置し且つ水道等の給水源（図示せず）と通ずる給水栓（図示せず
）に接続されている。
【００２８】
　さらに、図２及び図４～図６に示すように、衛生洗浄装置用の給水管８は、衛生洗浄装
置本体１４の給水管接続部１４ａから便器本体２の後方側上部と洗浄水タンク装置４の底
部との間の領域まで延び、この領域内で、便器本体２の側縁部２ｈ及び外装カバー２ａよ
りも内側に位置するように、保持部材１０によって外側から内側に向けて且つ上下方向に
保持されている。
【００２９】
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　さらに、衛生洗浄装置本体１４は、便器本体２のボウル部２ｂよりも後方側に位置する
便器本体２の上面２ｃに固定されたベースプレート２２（図３参照）に着脱可能に取り付
けられている。
　便器本体２の上面２ｃにおける洗浄水タンク装置４の外装タンク４ａと衛生洗浄装置本
体１４との間の領域について清掃を行ったり、衛生洗浄装置６自体の清掃やメンテナンス
等を行ったりする際には、衛生洗浄装置本体１４について、図１、図２及び図４に実線で
示す所定の取付位置から、図１、図２及び図４に鎖線で示す所定の移動位置まで前方側へ
移動させることにより、便座１６及び便蓋１８も衛生洗浄装置本体１４と共に移動させる
ことができるようになっている。
【００３０】
　また、図３～図６に示すように、便器本体２は、その後方側上面２ｃの角部に形成され
て給水管８をガイドするためのガイド面２ｉを備え、このガイド面２ｉにより、衛生洗浄
装置本体１４の給水管接続部１４ａから後方側に延びて保持部材１０によって保持された
給水管８が、便器本体２のガイド面２ｉと洗浄水タンク装置４の底部との間でほぼ水平な
状態で後方側に延びるようにガイドされるようになっている。
【００３１】
　さらに、便器本体のガイド面２ｉは、前方側から後方側にかけて斜め下方に且つなだら
かな曲面状に降下して延びており、ガイド面２ｉの後端部２ｊは、洗浄水タンク装置４の
外装タンク４ａの前端部よりも後方側に延びている。
　このようなガイド面２ｉにより、例えば、衛生洗浄装置６を便器本体２から着脱する際
に、衛生洗浄装置６を便器本体２の上面２ｃに対して前後方向に移動させたとしても、給
水管８が便器本体２のガイド面２ｉによって下側から支持されてほぼ水平な状態に維持さ
れるようになっている。さらに、便器本体２を上方から見た場合には、洗浄水タンク装置
４の外装タンク４ａの前端部よりも後方側は、ガイド面２ｉしか見えず、ガイド面２ｉと
洗浄水タンク装置４の底部との間の隙間が目立たなくすることができると共に、ガイド面
２ｉよりも背面側や便器本体２の下方の床面等も見えないようにすることができるように
なっている。
【００３２】
　つぎに、本実施形態のトイレ装置１の保持部材１０の詳細について説明する。
　図７は本発明の一実施形態によるトイレ装置の保持部材の平面図であり、図８は本発明
の一実施形態によるトイレ装置の保持部材の背面図である。
【００３３】
　図５～図８に示すように、保持部材１０は、その一端部に設けられ且つ固定部材１２に
よって固定された洗浄水タンク装置４と便器本体２との上下方向の所定間隔ｄの部分に位
置する固定部材１２の軸部１２ｃに着脱可能に取り付けられる取付部２４と、この取付部
２４から長手方向に延びた保持部材１０の他端部に設けられ且つ衛生洗浄装置用の給水管
８を保持する保持部２６と、この保持部２６と取付部２４との間でほぼ直線状に延びるよ
うに形成されている中間部２８を備えている。これらの取付部２４から中間部２８を経て
保持部２６までの保持部材１０の全体部分は、樹脂材料等により一体的に形成されている
。
【００３４】
　また、図７に示すように、保持部材１０の取付部２４には、固定部材１２の軸部１２ｃ
に係合可能な係合穴２４ａが形成されており、この係合穴２４ａの外側周縁の一部が開放
されている。ここで、係合穴２４ａは、固定部材１２の丸棒形状の軸部１２ｃの直径とほ
ぼ等しい直径Ｄ１を備えている。
【００３５】
　さらに、保持部材１０の取付部２４は、一対のガイド部２４ｂを備え、この一対のガイ
ド部２４ｂは、係合穴２４ａの開放された外側周縁部を基端として、この基端から外側に
向かう先端部にかけてほぼテーパー状に拡張するように形成されている。
【００３６】



(9) JP 2012-167478 A 2012.9.6

10

20

30

40

50

　また、保持部材１０の取付部２４を洗浄水タンク装置４と便器本体２との間の固定部材
１２の軸部１２ｃに取り付ける際には、まず、保持部材１０の取付部２４の一対のガイド
部２４ｂ同士で挟まれた所定の領域Ａ２内に固定部材１２の軸部１２ｃが挿入されるよう
に、保持部材１０の取付部２４を固定部材１２の軸部１２ｃに近づけることにより、保持
部材１０の取付部２４の一対のガイド部２４ｂのいずれかのガイド面２４ｃに固定部材１
２の軸部１２ｃを接触させるようになっている。
　なお、図７の符号１２ｃ’と符号１２ｃ”については、保持部材１０の取付部２４を固
定部材１２の軸部１２ｃに押し付けることにより、保持部材１０の取付部２４の一対のガ
イド部２４ｂのいずれかのガイド面２４ｃに接触した状態の固定部材１２の軸部の例をそ
れぞれ示している。
【００３７】
　さらに、保持部材１０の取付部２４の一対のガイド部２４ｂのいずれかのガイド面２４
ｃに固定部材１２の軸部１２ｃ’又は１２ｃ”が接触した後、保持部材１０の取付部２４
を固定部材１２の軸部１２ｃ’又は１２ｃ”にさらに近づけることにより、固定部材１２
の軸部１２ｃ’又は１２ｃ”が、接触しているガイド面２４ｃに沿ってガイド部２４ｂの
基端側へ移動して係合穴２４ａに向ってガイドされ（図７の軸部１２ｃ’及び１２ｃ”に
関する矢印方向参照）、最終的には、係合穴２４ａに係合して嵌め込まれるようになって
いる。
【００３８】
　また、図７に示すように、保持部材１０の取付部２４の一対のガイド部２４ｂの基端部
同士の間隔ｗは、固定部材１２の軸部１２ｃ及び係合穴２４ａの直径Ｄ１よりも小さく設
定されているため、固定部材１２の軸部１２ｃがガイド面２４ｃとの接触状態から係合穴
２４ａとの嵌合状態に移行する際には、一対のガイド部２４ｂの基端部同士が固定部材１
２の軸部１２ｃとの接触によって一時的に弾性変形し、ガイド部２４ｂの基端部同士の間
隔ｗが固定部材１２の軸部１２ｃが通過可能に拡張し、固定部材１２の軸部１２ｃが係合
穴２４ａとの嵌合を完了した時点で元の弾性変形前の状態に戻るようになっている。
【００３９】
　保持部材１０の保持部２６は、その長手方向内側から外側に向って延びた外側端部が下
方側に屈曲し、この屈曲した部分の下端から内側に屈曲することにより、ほぼ半円弧状に
形成されたリム部２６ａを備え、このリム部２６ａの内周側の領域Ａ３（図５及び図８参
照）は、衛生洗浄装置用の給水管８が挿入可能な大きさとなっている。
　なお、本実施形態では、リム部２６ａの形状については、図５及び図７に示すように、
ほぼ半円弧状としているが、このようなリム部２６ａの形状に限定されず、コの字形等の
矩形形状や半円弧以外の形状に設定してもよい。
【００４０】
　また、リム部２６ａは、保持部材１０の取付部２４側から中間部２８で長手方向にほぼ
直線状に延びた状態からほぼ半円弧状に屈曲した状態に遷移する上端側遷移部２６ｂと、
この上端側遷移部２６ｂから鉛直方向面内でほぼ半円弧状に延びた状態から再び保持部材
１０の取付部２４側に向って直線状に延びた状態に遷移する下端側遷移部２６ｃを備えて
いる。
　さらに、リム部２６ａは、下端側遷移部２６ｃから保持部材１０の取付部２４側に向っ
て中間部２８とほぼ平行に所定距離直線状に延びる下端側直線部２６ｄと、この下端側直
線部２６ｄの内側端部（取付部２４側の端部）から上方に所定距離突出する突起部２６ｅ
を備えている。なお、この突起部２６ｅについては省略してもよい。
【００４１】
　また、図７に示すように、リム部２６ａの上端側遷移部２６ｂと下端側遷移部２６ｃと
の上下方向の直線距離ｈ１は、給水管８の断面の最大直径Ｄ２よりも大きく、リム部２６
ａの鉛直方向面内の内周側領域Ａ３の断面の大きさも給水管８の断面の大きさよりも大き
くなるように設定されている。
【００４２】
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　図５、図７及び図８に示すように、保持部材１０の中間部２８は、横幅方向に所定間隔
を置いて形成され且つ長手方向に沿って所定距離上方に突出する一対のフランジ２８ａ，
２８ｂを備えている。
　また、両フランジ２８ａ，２８ｂの高さ寸法ｈ２は、保持部材１０が洗浄水タンク装置
４と便器本体２との上下方向の所定間隔ｄ内に取り付け可能となるように、洗浄水タンク
装置４と便器本体２との所定間隔ｄよりもわずかに小さく設定されている。
【００４３】
　さらに、これらのフランジ２８ａ，２８ｂは、保持部材１０を洗浄水タンク装置４と便
器本体２と間に挿入して取り付ける際に、保持部材１０のガタツキを低減させて保持部材
１０の取り付けをスムーズに行うためのスペーサーとして機能すると共に、保持部材１０
自体の曲げ強度やねじり強度を高めることができるようになっている。
【００４４】
　つぎに、図６～図８を参照して、本実施形態のトイレ装置１の保持部材１０を洗浄水タ
ンク装置４と便器本体２と間の固定部材１２に取り付ける方法について説明する。
　ここで、図６の保持部材１０’及び１０”は、保持部材１０をトイレ装置１の外側から
洗浄水タンク装置４と便器本体２と間に挿入して取り付ける際の取付方向とは異なるいく
つかの方向から取り付けた場合のそれぞれの例を示している。
　図６に示すように、保持部材１０（１０’又は１０”）を洗浄水タンク装置４と便器本
体２と間に挿入して取り付ける際には、まず、給水管８を保持部材１０の保持部２６のリ
ム部２６ａの内周側領域Ａ３（図８参照）内に挿入した上で、保持部材１０の取付部２４
を固定部材１２の軸部１２ｃに近づけることにより、保持部材１０の取付部２４の一対の
ガイド部２４ｂで挟まれた所定の領域Ａ２（図７参照）内に固定部材１２の軸部１２ｃを
挿入し、保持部材１０の取付部２４の一対のガイド部２４ｂのいずれかのガイド面２４ｃ
に固定部材１２の軸部１２ｃを接触させる。この際、保持部材１０（１０’又は１０”）
の取付部２４の一対のガイド部２４ｂにより、保持部材１０（１０’又は１０”）の取付
方向にかかわらず、固定部材１２の軸部１２ｃが保持部材１０（１０’又は１０”）の取
付部２４の一対のガイド部２４ｂ内に挿入される。
【００４５】
　つぎに、保持部材１０の取付部２４の一対のガイド部２４ｂのいずれかのガイド面２４
ｃに固定部材１２の軸部１２ｃ’又は１２ｃ”が接触した後、保持部材１０の取付部２４
を固定部材１２の軸部１２ｃ’又は１２ｃ”にさらに押し付けることにより、固定部材１
２の軸部１２ｃ’又は１２ｃ”をガイド面２４ｃに沿って接触させながらガイド部２４ｂ
基端側へ移動させ（図７の軸部１２ｃ’及び１２ｃ”に関する矢印方向参照）、係合穴２
４ａに向ってガイドし、固定部材１２の軸部１２ｃが保持部材１０の取付部２４の係合穴
２４ａに嵌め込まれる。
【００４６】
　保持部材１０の取り付け後、保持部材１０の取付角度の調整が必要な場合には、固定部
材１２の軸部１２ｃが保持部材１０の取付部２４の係合穴２４ａに嵌め込まれた状態で保
持部材１０を固定部材１２の軸部１２ｃを中心に回動させる。このとき、保持部材１０の
保持部２６のリム部２６ａの内周側領域Ａ３で保持された給水管８は、保持部材１０の取
付方向にかかわらず、リム部２６ａの内周側領域Ａ３から外れることなく、便器本体２の
側縁部２ｈ及び外装カバー２ａよりも内側に位置し、且つ便器本体２のガイド面２ｉと洗
浄水タンク装置４の底部との間でほぼ水平な状態で後方側に延びた状態が維持される。
【００４７】
　つぎに、本発明の一実施形態によるトイレ装置の作用を説明する。
　例えば、便器本体２の上面２ｃにおける洗浄水タンク装置４の外装タンク４ａと衛生洗
浄装置本体１４との間の領域について清掃を行ったり、衛生洗浄装置６自体の清掃やメン
テナンス等を行ったりする際、衛生洗浄装置６について、図１、図２及び図４に実線で示
す所定の取付位置から、図１、図２及び図４に鎖線で示す所定の移動位置まで前方側へ移
動させると、衛生洗浄装置本体１４の給水管接続部１４ａに接続されている衛生洗浄装置
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用の給水管８が前方側へ引き出される。
　この際、衛生洗浄装置本体１４の給水管接続部１４ａから後方側へ延びる給水管８は、
その一部が便器本体２のガイド面２ｉによって下側から支持されてほぼ水平な状態に維持
され、便器本体２のガイド面２ｉよりも後方側の領域で、保持部材１０の保持部２６のリ
ム部２６ａにより、便器本体２の側縁部２ｈ及び外装カバー２ａよりも内側に位置するよ
うに保持される。
【００４８】
　上述した本発明の実施形態によるトイレ装置１によれば、便器本体２の上面２ｃにおけ
る洗浄水タンク装置４の外装タンク４ａと衛生洗浄装置本体１４との間の領域について清
掃を行ったり、衛生洗浄装置６自体の清掃やメンテナンス等を行ったりする際に、衛生洗
浄装置６を前方側へ移動させて衛生洗浄装置用の給水管８を前方側へ引き出すと、給水管
８の一部が便器本体２のガイド面２ｉによって下側から支持されてほぼ水平な状態に維持
され、便器本体２のガイド面２ｉよりも後方側の領域で、保持部材１０の保持部２６のリ
ム部２６ａにより、便器本体２の側縁部２ｈ及び外装カバー２ａよりも内側に位置するよ
うに保持される。この結果、可撓性の給水管８が便器本体２の側部よりも外側に跳び出す
ことを防ぐことができ、給水管８が便器本体２の側部よりも外側に露出して外部から損傷
を受けることを防ぐと共に、美観を向上させることができる。また、衛生洗浄装置６を便
器本体２から着脱するか否かにかかわらず、便器本体２のガイド面２ｉや保持部材１０の
保持部２６により、衛生洗浄装置６の後部から後方側に延びた給水管８がほぼ水平な状態
で維持されるため、可撓性の給水管が周囲に引っ掛かったり、座屈したりすることによっ
て給水管８に亀裂が入る等の給水管の損傷を防ぐことができ、給水管８の信頼性を向上さ
せることができる。
【００４９】
　また、本実施形態によるトイレ装置１によれば、保持部材１０を便器本体２の後方側上
面２ｃと洗浄水タンク装置４の底部との間に取り付けて固定する際に、便器本体２の後方
側上部と洗浄水タンク装置４の底部とを所定間隔ｄを置いて固定する固定部材１２を利用
し、この固定部材１２の軸部１２ｃに保持部材１０の取付部２４を取り付けて固定するこ
とができる。したがって、保持部材１０を便器本体２及び洗浄水タンク装置に対して固定
するための手段を新たに設ける必要がない。また、便器本体２の後方側上部と洗浄水タン
ク装置４の底部とを固定する固定部材１２さえあれば、この固定部材１２の軸部１２ｃに
保持部材１０の取付部２４を容易に取り付けることができるため、保持部材１０の取付方
向等の制約を受けにくくすることができる。
【００５０】
　さらに、本実施形態によるトイレ装置１によれば、保持部材１０に加えて、便器本体２
の後方側上面２ｃの角部に形成されたガイド面２ｉと洗浄水タンク装置４の底部とにより
、衛生洗浄装置６の後部から後方側に延びた給水管８がほぼ水平な状態になるようにガイ
ドして維持することができるため、例えば、衛生洗浄装置６を便器本体２から着脱する際
に、衛生洗浄装置６を便器本体２の上面２ｃに対して前後方向に移動させたとしても、給
水管をほぼ水平な状態に維持することができる。したがって、給水管８が周囲に引っ掛か
ったり、座屈したりして損傷するようなことがなく、給水管８の信頼性をより向上させる
ことができる。
【００５１】
　また、本実施形態によるトイレ装置１によれば、便器本体２のガイド面２ｉの後端部２
ｊが洗浄水タンク装置４の外装タンク４ａの前端部よりも後方側に延びているため、衛生
洗浄装置６を便器本体２から着脱する際に、衛生洗浄装置６を便器本体２の上面２ｃに対
して前後方向に移動させたとしても、給水管８をほぼ水平な状態により確実に維持するこ
とができるため、給水管８が座屈したりして損傷するようなことがなく、給水管８の信頼
性をより向上させることができる。また、便器本体８を上方から見た場合には、洗浄水タ
ンク装置４の外装タンク４ａの前端部より前方側の便器本体２の部分と、洗浄水タンク装
置４の外装タンク４ａの前端部よりも後方側に延びるガイド面２ｉの部分しか見えないた
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め、便器本体２のガイド面２ｉと洗浄水タンク装置４の外装タンク４ａの底部との間の隙
間を目立たないようにすることができる。また、便器本体２のガイド面２ｉよりも背面側
の領域や便器本体２の下方の床面等も見えないようにすることができるため、外観性を向
上させることができる。
【００５２】
　さらに、本実施形態によるトイレ装置１によれば、保持部材１０の取付部２４を固定部
材１２の軸部１２ｃに取り付ける際に、保持部材１０の取付部２４の一対のガイド部２４
ｂで挟まれた所定の領域Ａ２内に固定部材１２の軸部１２ｃが挿入されるように、保持部
材１０の取付部２４を固定部材１２の軸部１２ｃに近づけた後、保持部材１０の取付部２
４の一対のガイド部２４ｂのいずれかのガイド面２４ｃに固定部材１２の軸部１２ｃを接
触させた後、固定部材１２の軸部１２ｃを、保持部材１０の取付部２４のガイド部２４ｂ
のガイド面２４ｃに沿ってガイド部２４ｂの基端側へ移動させて係合穴２４ａに向ってガ
イドして係合穴２４ａに嵌め込むことができる。
　このとき、保持部材１０の取付部２４の一対のガイド部２４ｂがテーパー状に拡張する
しているため、固定部材１２の軸部１２ｃに対する保持部材１０の取付部２４の取付方向
にかかわらず、保持部材１０の取付部２４のガイド部２４ｂの所定の領域Ａ２内に固定部
材１２の軸部１２ｃを挿入しやすくすることができる。そして、保持部材１０の取付部２
４のガイド部２４ｂの所定の領域Ａ２内に固定部材１２の軸部１２ｃを挿入後、固定部材
１２の軸部１２ｃに保持部材１０の取付部２４のガイド部２４ｂのいずれかの箇所を接触
させながら、固定部材１２の軸部１２ｃに保持部材１０の取付部２４のガイド部２４ｂを
押し付けてテーパー状のガイド部２４ｂのガイド面２４ｃに沿わせることにより、保持部
材１０の取付部２４の係合穴２４ａに固定部材１２の軸部１２ｃを容易にガイドすること
ができ、固定部材１２の軸部１２ｃに保持部材１２の取付部２４の係合穴２４ａを確実に
係合して固定することができる。
【００５３】
　また、本実施形態によるトイレ装置１によれば、保持部材１０の保持部２６のリム部２
６ａの内周側において、給水管８を外側から内側に向けて且つ上下方向に確実に保持する
ことができるため、給水管８を便器本体２の側縁部２ｈ及び外装カバー２ａよりも内側に
位置するように保持することができる。したがって、衛生洗浄装置６を便器本体２から着
脱する際に、衛生洗浄装置６を便器本体２の上面２ｃに対して前後方向に移動させたとし
ても、給水管をほぼ水平な状態に維持することができる。したがって、給水管８が周囲に
引っ掛かったり、座屈したりして損傷するようなことがなく、給水管８の信頼性をより向
上させることができる。
【００５４】
　さらに、本実施形態によるトイレ装置１によれば、保持部材１０の保持部２６のリム部
２６ａの突起部２６ｅにより、リム部２６ａの所定の内周側領域Ａ３に給水管８を挿入す
るべき領域を画定することができるため、給水管８をリム部２６ａの所定の内周側領域Ａ
３に挿入しやすくすることができると共に、このリム部２６ａの所定の内周側領域Ａ３内
に挿入した給水管８が落下するのを防ぐことができる。したがって、衛生洗浄装置６を便
器本体２から着脱する際に、衛生洗浄装置６を便器本体２の上面２ｃに対して前後方向に
移動させたとしても、給水管をほぼ水平な状態に維持することができる。
【符号の説明】
【００５５】
　　１　　トイレ装置
　　２　　便器本体
　　２ａ　外装カバー
　　２ｂ　ボウル部
　　２ｃ　上面
　　２ｄ　突起
　　２ｅ　取付穴
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　　２ｆ　取付穴
　　２ｇ　便器本体の後方側領域の下側部分
　　２ｈ　便器本体の側縁部
　　２ｉ　便器本体のガイド面
　　２ｊ　便器本体のガイド面の後端部
　　４　　洗浄水タンク装置
　　４ａ　外装タンク
　　４ｂ　貯水タンク
　　４ｃ　蓋体
　　４ｄ　断熱部材
　　４ｅ　手洗い鉢
　　４ｆ　手洗い用カラン
　　４ｇ　貯水タンクの固定部材取付部
　　４ｈ　外装タンクの固定部材取付部
　　６　　衛生洗浄装置
　　８　　衛生洗浄装置用給水管
　１０　　保持部材
　１２　　固定部材（固定手段）
　１２ａ　固定部材の頭部
　１２ｂ　固定部材の首部
　１２ｃ　固定部材の軸部
　１２ｄ　リングナット
　１２ｅ　固定部材の軸部の先端部
　１２ｆ　ナットユニット
　１４　　衛生洗浄装置本体
　１４ａ　衛生洗浄装置本体の給水管接続部
　１６　　便座
　１８　　便蓋
　２０　　吐水ノズル
　２０ａ　吐水ノズルの噴射部
　２２　　ベースプレート
　２４　　保持部材の取付部
　２４ａ　係合穴（係合部）
　２４ｂ　ガイド部
　２４ｃ　ガイド面
　２６　　保持部材の保持部
　２６ａ　リム部
　２６ｂ　リム部の上端側遷移部
　２６ｃ　リム部の下端側遷移部
　２６ｄ　リム部の下端側直線部
　２６ｅ　突起部
　２８　　保持部材の中間部
　２８ａ　フランジ
　２８ｂ　フランジ
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